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な
お
、
第
４
年
分
以
降
の
納
付
に
関
し
て
は
、
特
許
庁
か
ら

納
付
に
つ
い
て
の
通
知
は
送
付
い
た
し
ま
せ
ん
の
で
、
納
付

期
限
の
管
理
は
ご
自
身
で
お
願
い
し
ま
す
。
※

こ
の
通
知
を
保
管
し
、
右
側
の
特
許
料
納
付
期
限
日
の
表
で

納
付
期
限
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
（
自
動
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付
制
度
も
あ

り
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す
の
で
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ー
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て
く
だ
さ

い
。
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各
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の
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許
料
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を
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と
し
て
、
納
付
済
年
分
の
満
了
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以
下
「
納
付
期
限

日
」
と
い
う
）
ま
で
に
、
次
の
年
分
の
納
付
が
必
要
で
す
。
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納
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期
限
日
ま
で
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納
付
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
期

間
の
経
過
後
６
ヶ
月
以
内
で
あ
れ
ば
特
許
料
を
追
納
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

・
追
納
す
る
場
合
は
、
納
付
す
べ
き
特
許
料
の
ほ
か
、
そ
の
特

許
料
と
同
額
の
割
増
特
許
料
が
必
要
で
す
。

・
追
納
で
き
る
期
間
内
に
納
付
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
特
許
権

は
、
納
付
期
限
日
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
消
滅
し
た
も
の
と
み
な

さ
れ
ま
す
。

・
特
許
料
納
付
書
の
様
式
及
び
特
許
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
以

下
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
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】
特
許
（
登
録
）
料
等
の
納
付
期
限
日
を
忘
れ
な

い
た
め
に
電
子
メ
ー
ル
に
て
納
付
期
限
が
近
づ
い
た
こ
と
を

お
知
ら
せ
す
る
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま
す
。
利
用
に
つ
い
て
は
、

以
下
を
参
照
く
だ
さ
い
。
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』
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（
注
）
納
付
期
限
日
が
行
政
機
関
の
休
日
に

　　

あ
た
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
翌
日
が

　　

期
間
の
末
日
と
な
り
ま
す
。
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